
クリエイターのための事務所等開設支援助成 

 

制定 令和2年 4月1日 

（目的） 

第１条 本要綱は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団（以下「財団」という。）が、文化芸術創造

都市・横浜の振興のもとで市内創造産業の振興を図ることを目的として、革新的な取組を行うクリ

エイティブ企業が関内・関外地区の既存の民間建築物に新たに入居することに対し、申請者が必要

とする諸費用を予算の範囲内で交付するクリエイターのための事務所等開設支援助成（以下「助成

金」という。）について、必要な事項を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 創造産業 

個々人の創造性、技能、および才能に基づくものであり、知的財産の展開及び利用によって富

と雇用を創出する可能性がある産業。 

(2) クリエイター 

前号に従事する個人。 

(3) クリエイティブ企業 

第 1号に従事する法人。 

(4) 対象区域 

別図に定める関内・関外地区。 

(5) 従業者 

雇用保険の適用対象となる労働者 

(6) 事業所等 

第 3 号に規定するクリエイティブ企業の本社または支社。主たる用途が倉庫・保管場所、連絡

員事務所、住居その他これらに類するものを除く。 

 

（助成対象） 

第３条 この要綱に基づき助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」という）は、

次に掲げる要件を満たす事業者とする。 

(1) 法人格を有し、常時使用する従業員が 3名以上のクリエイティブ企業であること。 

(2) 国内外で顕著な業務実績がある、または業務実績があるクリエイター等を有すること。 

(3) 申請時点において横浜市外に事業所等があり、新たに対象区域内の既存の民間建築物に事業所

等を開設すること。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、対象外とする。 

(1) 横浜市内に既に事業所等を有している者 

(2) 市税および横浜市に対する債務の支払い等の滞納がある者 

(3) 横浜市または横浜市の他の外郭団体が交付している補助金等に同様の内容で重複申請している

者 

(4) 過去に本助成金を得ている者 

(5) 重大な法令違反もしくは社会的な信用を著しく損なう行為をした方または公序良俗に反するお

それがあると認められる者 

(6) 政治的または宗教的な宣伝意図の目的を持つ活動を行う者 



(7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）。法人にあっては、代表者または役員のうちに暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下この項において同じ。）に該当する者がある法人、または法人格を持たない団

体にあっては、代表者が暴力団員に該当する団体 

 

（助成対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費は、財団の理事長（以下「理事長」という。）の定める助成対象期間内

に発生し、その履行が確認され、その支出が完了したものとする。対象経費は、別表に定める。 

 

（助成率および助成限度額） 

第５条 理事長は、審査に基づき、助成対象者に対して助成金を交付する。ただし、助成金額の算出

に当たり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てる。 

２ 助成率及び助成限度額は、以下に定めるものとする。 

(1) 前条に定めた助成対象経費の 2分の 1以内とする。 

(2) 助成金の上限額は 200 万円とする。 

 

（審査会の設置） 

第６条 助成金交付の審査をするため、クリエイターのための事務所等開設支援助成交付審査会（以

下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、財団の事務局長（以下「事務局長」という。）が定め

る。 

 

（適用申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に定める書類を理

事長に提出しなければならない。ただし、理事長は、必要に応じて、添付書類の省略や追加を求め

ることができる。 

(1) クリエイターのための事務所等開設支援助成適用申請書（様式 1） 

(2) 様式に要求されている添付資料 

(3) その他、理事長が必要と認める書類 

 

（適用決定及び通知） 

第８条 理事長は、前条で定める適用申請書を受理した場合は、審査会の審査に付し、助成金交付申

請適用の承認および不承認について、クリエイターのための事務所等開設支援助成適用審査結果通知

書（様式 2）により、申請者に対して通知するものとする。 

２ 理事長は、前項に基づき助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付目的を達成するた

めに必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。 

 

（交付決定及び通知） 

第９条 前条の規定により適用承認の通知を受けた者は、適用審査結果通知書の交付日より 30日以内

（ただし、交付日が 1 月 9 日以降の場合は交付年度の 2 月 8 日）までの間に対象区域の既存の民間建

築物に係る賃貸借契約を締結し、クリエイターのための事務所等開設支援助成支出計画書（様式 3）お

よび賃貸借契約書の写しを提出しなければならない。事務局はそれを受理したとき、その内容を精査

し適当と認める場合、クリエイターのための事務所等開設支援助成交付決定通知書（様式 4）の通知を



行う。 

 

（申請内容の変更等の承認） 

第 10 条 助成金の交付決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）が申請の内容を変更しようと

するときは、速やかにクリエイターのための事務所等開設支援助成交付変更申請書（様式 5）を理事

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の申請について承認するときは、クリエイターのための事務所等開設支援助成交

付変更承認通知書（様式 6）により通知するものとする。 

３ 交付対象者が当該助成対象事業を中止しようとするときは、クリエイターのための事務所等開設

支援助成中止届出書（様式 7）を理事長に提出しなければならない。 

４ 理事長は、前項の規定により助成事業中止届出書を受理し、助成金交付決定を取り消すときは、

交付対象者にクリエイターのための事務所等開設支援助成交付決定取消通知書（様式 8）により通

知するものとする。 

 

（移転完了、報告） 

第 11 条 交付対象者は、第９条にもとづく交付決定通知書の交付日より 50 日以内（ただし、交付日

が 1月 9 日以降の場合は交付年度の 2月末日）までに移転を完了しなければならないものとする。 

２ 交付対象者は、事業終了や入居完了後に次の各号に定める書類を移転完了後ただちに提出しなけ

ればならない。 

(1)  クリエイターのための事務所等開設支援助成移転完了報告書（様式 9） 

(2)  様式に要求されている添付資料 

(3)  その他理事長が必要と認める書類 

 

（助成金額の確定） 

第 12 条 理事長は、前条の規定により移転完了報告書を受理したときは、検査を行った上で助成金の 

額を確定し、クリエイターのための事務所等開設支援助成額確定通知書（様式 10）により通知するも

のとする。 

 

（是正のための措置） 

第 13 条 理事長は、前条の検査の結果、助成金の交付決定の内容および、これに付した条件に適合し

ないと認めたときは、助成金交付決定の取り消し、または助成金額を変更することができる。 

 

（助成金の交付請求） 

第 14 条 第 12 条の助成金額確定通知書の送付を受けた交付対象者は、速やかにクリエイターのため

の事務所等開設支援助成交付請求書（様式 11）を理事長に提出しなければならない。 

 

（交付を受けた者の義務） 

第 15 条 交付対象者は、以下を義務として履行する。 

(1) 移転後、財団及び横浜市文化観光局が実施するアンケート調査等に協力すること。 

(2) 財団が管理する指定のデータベースへ登録を申請すること。 

(3) 横浜市の入札参加資格（「物品・委託等」または「設計・測量等」の区分）への登録及び更新。 

(4) 交付対象者は、賃貸借契約締結後２年以内に、次の行為を行ってはならない。 

(ア) 当該事業所等を申請内容以外の目的に使用すること 



(イ) 当該事業所等の転貸  

(ウ) 当該事業所等の対象区域外への移転 

２ 賃貸借契約締結から 2年経過した際にクリエイターのための事務所等開設支援助成実績報告書（様

式 12）を提出すること。 

 

（交付決定の取消し） 

第 16 条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができるものとする。 

(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正行為によって助成金の交付を受けた場合。 

(2) 交付対象者の活動遂行が、助成の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反していると認め

られる場合。 

(3) 助成金を他の目的に使用した場合。 

(4) その他この要綱又はこの要綱に基づく定めに違反したと認められる場合。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 17 条 理事長は、助成の交付決定をした場合において、天災地変その他交付の決定後生じた事情の

変更により、交付対象者が活動の全部若しくは一部を遂行できなくなったときは、活動のうち既に完

了した部分を除き、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、その決定の内容若しく

はこれに附した条件を変更することができるものとする。 

 

（助成金の返還） 

第 18 条 理事長は、交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成

金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、理事長がやむを得ない事情があると認めたときは、理事長は、助成金の

全部または一部の返還を免除することができる。 

３ 第 1 項の場合において、返還はクリエイターのための事務所等開設支援助成交付取消決定及び助

成金返還通知書（様式 12）による。 

 

（書類等の整備保管） 

第 19 条 交付対象者は、当該助成対象活動にかかわる収入及び支出に関する帳簿、関係書類及び領収

書等の証拠書類等を整備しなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿、関係書類及び領収書等の証拠書類は、助成金の交付を受けた年度の終了後 5

年間保存しなければならない。 

 

（調査等） 

第 20 条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認められるときは、交付対象者に対

し報告をさせ、又は財団職員に質問をさせることができる。 

２ 理事長は、前項の規定による調査等により、交付対象者による活動が助成金の交付決定の内容又

はこれに附した条件に適合していないと認めるときは、交付対象者に対し、これに適合させるため指

示をすることができる。 

３ 交付対象者は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。 

 

（違約金） 



第 21 条 交付対象者は、第 18 条の規定に基づき助成金の返還を求められ、指定された期日までに納

付しなかった場合は、納期限の翌日から納付までの日数について、返還すべき金額に対し年 10.95

パーセントの割合で計算した違約金を納付しなければならない。ただし、理事長がやむを得ない事

情があると認めたときは、違約金の全部または一部を免除することができる。 

 

（書類の閲覧） 

第 22 条 理事長及び交付対象者は、交付対象者に係る次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければな

らない。ただし、個人情報ならびに、交付対象の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるものは閲覧に供しないものとする。 

(1) クリエイターのための事務所等開設支援助成適用申請書（様式 1）およびその添付書類 

(2) クリエイターのための事務所等開設支援助成移転完了報告書（様式 9）の原本またはその写し 

２ 前項の閲覧を行う期間は、助成金を交付した日から２年間とする。ただし、様式 1 およびその添

付書類またはその写しについては、当該書類を理事長に提出した日から２年間とする。 

 

３ 第１項の閲覧を行う場所および時間は、次の表のとおりとする。 

 理 事 長 交付対象者 

閲覧場所 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 交付対象者が指定する場所 

閲覧時間 

月曜日から金曜日までの 

午前 9時 00分から午後 5時 00分まで。 

休日および年末年始を除く。 

交付対象者が指定する時間 

 

（情報公開） 

第 23 条 理事長および交付対象者は、対象活動に関する情報の公開および提供に努めるものとする。 

 

（その他） 

第 24 条 この要綱に定めのない事項は、事務局長が定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 



別図（第２条関係） 

 
  

別表（第４条関係） 
経費区分 内容 対象とならない経費の一部 

設備導入費 新たに開設する事業所に必要となる事務機

器取得費（デスク、椅子、キャビネット等） 

・汎用性が高く、使用目的が本助成事業の

遂行に必要なものと特定できない物の調

達費用（例：パソコン、カメラ等容易に持ち

運びができ、他の目的に使用できるもの） 

・消耗品費 

・工具・器具・備品の調達費用 

・中古品購入費 

・車両購入費 

改装費 新たに開設する事業所に必要となる内装工

事費・建物改修費（設備等で建物と不可分

なもの（電気関係設備等）、トイレ、シャワ

ー、洗面等の事業活動に付帯して必要な設

備も含む。）  

・事業所スペースと生活スペースがひとつ

の建物に混在するときは、専ら生活の用に

供する部分は助成対象外とする。 

・建物本体に影響を与える 増築工事、改

外構等 

賃料 新たに開設する事業所の賃借料12ヶ月分相

当 

 

・事務所賃貸借契約に伴う仲介手数料 

・事務所賃貸借契約に係る敷金・礼金・保

証金・共益費等 

・事業に直接関係のない事務所・店舗 

・本人又は三親等以内の親族が所有する不

動産等にかかる店舗等借入費 

・既に借用している場合は、創業の日より

前に借用していた賃借料 

・第三者に貸す部屋等の貸借料 

・事業所スペースと生活スペースがひとつ

の建物に混在するときは、専ら生活の用に

供する部分は助成対象外とする。 

 


